
資料１

第２期埼玉県性の多様性を尊重した
社会づくり基本計画素案（概要）



（１）第２期埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり基本計画の策定について

策定に向けた考え方

＜第２期計画（令和8年度～10年度）の考え方＞

①基本的な施策の方向性は維持しつつ、取組を拡充する

②困りごとを抱えている当事者の課題解決に向けた支援体制を
構築する

＜第１期計画（令和5年度～7年度）の課題＞

①県民の理解は進んできているが、十分とは言えないため、
より理解を増進する必要がある

（令和６年度県政世論調査における言葉の認知度）
性的指向 76.5% 性自認 61.4% アライ 21.6% アウティング 22.1%

②にじいろ県民相談において、傾聴により気持ちや課題を
整理するだけでなく、相談内容に応じて弁護士会や社労士会
等の専門支援機関につないでいく必要がある

スケジュール

（令和７年度）
５月 第１回埼玉県性の多様性に関する施策推進会議（有識者）

（計画骨子・体系・素案への意見）
６月 第１回埼玉県性の多様性の尊重委員会（庁内）

（素案への意見）
７月 第２回埼玉県性の多様性に関する施策推進会議

（県民コメント案への意見）
第２回埼玉県性の多様性の尊重委員会（県民コメント案への意見）

10月 県民コメントの実施（１か月間）

令和８年１月 第３回埼玉県性の多様性に関する施策推進会議
（県民コメント反映後の最終案への意見）
第３回埼玉県性の多様性の尊重委員会
（県民コメント反映後の最終案への意見）

３月 行政課題報告（２月定例会）
計画の策定・公表



第２期計画第１期計画計画の体系

推進項目（柱）【案】推進項目（柱）具体的施策基本方針

①性の多様性に関する意識啓発①性の多様性に関する意識啓発

１県民や事業者等
への意識啓発

Ⅰ性の多様
性に関する
理解の増進

②事業者向け研修の実施②事業者向け研修の実施

③県職員に対する研修等の充実③県職員に対する研修等の実施

④性の多様性に関する情報発信・実態把握などの実施④性の多様性に関する情報発信・実態把握などの実施

①児童生徒に対する教育の実施①児童生徒に対する教育の実施
２性の多様性に係
る人権教育の推進

②教職員等への研修の充実②教職員等への研修の実施

③家庭、地域社会における学習機会の提供③家庭、地域社会における学習機会の提供

①県民向け相談の実施①県民向け相談の実施

１相談体制の充実Ⅱ相談しや
すい体制の
充実

②学校における相談の実施②学校における相談の実施

③事業者向け相談の実施③事業者向け相談の実施

―④（当事者からの）苦情処理の在り方の検討

①県内相談機関向けの研修の実施①県内相談機関向けの研修の実施２県内相談機関へ
の支援 ②県内相談機関ネットワークの構築②県内相談機関ネットワークの構築

①生計を共にする同性パートナーの権利や身分に関する制度や手
続の見直し

①生計を共にするＬＧＢＴＱの権利や身分に関する制度や手続き
の見直し

１安心して生活で
きる環境づくりの
推進Ⅲ暮らしや

すい環境づ
くり

②埼玉県が実施する事務事業における性の多様性への合理的な配
慮に関する指針を踏まえた県の事務事業の推進

②埼玉県が実施する事務事業における性の多様性への合理的な配
慮に関する指針を踏まえた県の事務事業の推進

③学校における性の多様性への配慮③学校における性の多様性への配慮

④防災対策における性の多様性への配慮④防災対策における性の多様性への配慮

⑤各業界への性の多様性に関する取組の働き掛け⑤医療機関・不動産業界等への働き掛け

⑥市町村への支援⑥市町村への支援

⑦関係機関・団体と連携した支援体制の構築⑦民間団体に関する情報の提供

①事業者向け研修の実施（再掲）①事業者向け研修の実施（再掲）

２働きやすい環境
づくりの推進

②事業者向け相談の実施（再掲）②事業者向け相談の実施（再掲）

③「埼玉県アライチャレンジ企業登録制度」の普及③「埼玉県アライチャレンジ企業登録制度」の普及

④県庁における率先した性の多様性に関する取組の推進【新規】―

苦情処理より、
解決に向けた
支援として統合



具体的施策

推進項目（柱）

１ 県民や事業者等への意識啓発

基本方針

（２）第２期埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり基本計画 素案

Ⅰ 性の多様性に関する理解の増進

（参考）関連する事業推進項目（取組内容）

① 性の多様性に
関する意識啓発

ア 性の多様性に関する啓発資料の作成、SNSによる
発信、にじいろ県民講座の実施

ア アウティング等の差別的取扱い等の禁止に関する
周知啓発（再掲）

ア 県政サポーターアンケート、県政世論調査の実施

イ 埼玉ALLY大学ネットワーク会議の開催

② 事業者向け研
修の実施

③ 県職員に対す
る研修等の実施

④ 性の多様性に
関する情報発信・
実態把握などの
実施

・ 県職員アライセミナーの実施
・ 階層別基本研修の実施

・にじいろ企業研修の実施

ア 性の多様性に関する啓発資料の作成、SNSによる
発信、にじいろ県民講座の実施

ア アウティング等の差別的取扱い等の禁止に関する
周知啓発

イ 県政出前講座の実施

ウ 放課後児童支援員、保育士等への研修の実施

ア リーフレットや相談案内カードの配布、県の広報紙やホームページ、ラジオ・テレ
ビなどのメディア、ＳＮＳ等を活用して県民、事業者等に対し広く性の多様性に関す
る啓発を行い、性の多様性に関する理解の増進を図ります。

イ 県政出前講座の実施により、地域及び団体等における性の多様性に関する理解
の増進を図ります。【新規】

ウ 性の多様性に関する理解を深めるため、県民に対して啓発を行います。特に、こ

どもや若者に関わる職員や支援者等に対する理解の増進を図ります。

事業者における性の多様性に関する理解や取組が進むよう「にじいろ企業研修」を

実施します。

当事者との対話を取り入れた「県職員アライセミナー」や階層別基本研修等を実施す
るとともに、性の多様性に関するデジタルハンドブック等を活用し、職員の理解を深め
ます。【拡充】

ア あらゆる機会を通じて、性の多様性に関する情報発信を行います。また、性の多
様性に関する実態の把握を行います。

イ 全ての学生及び職員の性の多様性が尊重され、安心できる環境を実現するため
、「埼玉ＡＬＬＹ大学ネットワーク」を通じて、「県内大学及び短期大学における性の多
様性に関する取組調査」を踏まえた新たな取組が展開され、各大学で情報発信する
ように働き掛けていきます。【新規】



具体的施策 ２ 性の多様性に係る人権教育の推進

① 児童生徒に対
する教育の実施

基本方針

（２）第２期埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり基本計画 素案

Ⅰ 性の多様性に関する理解の増進

（参考）関連する事業

② 教職員等への
研修の実施

③ 家庭、地域社
会における学習
機会の提供

・ 保護者向け啓発動画の活用

・ 教職員等への研修の実施

・ 性の多様性を尊重した教育推進事業の実施
児童生徒の発達段階に応じて、性の多様性の尊重に関して正しい知識を身に付け

、理解を深める教育を行います。

性の多様性の尊重についての正しい理解を深めるため、教職員等を対象とした研
修を実施します。

一人一人が性的マイノリティの良き理解者・支援者となるように、市町村教育委員会
やＰＴＡ等と連携し、性の多様性の尊重について理解を深める学習の充実を図ります
。

推進項目（柱） 推進項目（取組内容）



具体的施策 １ 相談体制の充実

① 県民向け相談
の実施

基本方針

（２）第２期埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり基本計画 素案

Ⅱ 相談しやすい体制の充実

（参考）関連する事業

② 学校における
相談の実施

③ 事業者向け相
談の実施

・ にじいろ企業相談の実施

・ 県内の中学・高校に在籍する生徒を対象にＳＮＳを活
用した相談体制の整備

・ スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等
の配置による教育相談体制の整備

ア 「にじいろ県民相談（埼玉県性的マイノリティ県民相談）」の実施を通じ、性的マイ
ノリティが相談しやすい体制の充実を図ります。

イ アウティング等の性の多様性に関する人権侵害について対応するため、関係機
関との連携を強化していきます。【新規】

ウ 県や市町村等の県内相談機関と連携を図り、性の多様性について配慮した対応
ができるよう、相談の質の向上を図ります。【拡充】

エ ＤＶや性暴力に関する性的マイノリティからの相談について、関係機関と連携を
図り、きめ細やかに対応していきます。

オ 国の自殺総合対策大綱では、性的マイノリティを含めた社会全体の自殺リスクの
低下を位置付けています。性的マイノリティを含めた自殺におけるハイリスク層の
相談者に寄り添った自殺防止に向けた相談を行います。

性の多様性の尊重についての正しい理解を深めるため、教職員等を対象とした研修
を実施します。

一人一人が性的マイノリティの良き理解者・支援者となるように、市町村教育委員会
やＰＴＡ等と連携し、性の多様性の尊重について理解を深める学習の充実を図ります。

推進項目（柱） 推進項目（取組内容）

ア にじいろ県民相談の実施

イ にじいろ県民相談における弁護士会や社労士会との
連携強化（ワンストップ支援のイメージ）

ウ にじいろ県民相談とユースクリニックの連携
ウ 相談機関研修会の実施

エ DV相談の実施
エ 性暴力等犯罪被害者専用相談電話

「アイリスホットライン」の実施

オ 自殺予防相談支援事業（SNS相談事業）の実施



具体的施策 ２ 県内相談機関への支援

① 県内相談機関
向けの研修の
実施

基本方針

（２）第２期埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり基本計画 素案

Ⅱ 相談しやすい体制の充実

（参考）関連する事業

② 県内相談機関
ネットワークの
構築

・ 相談機関研修会の対象機関の拡充

・ 相談機関研修会の実施（再掲）
性の多様性に関する相談に対応できるよう、県内相談機関に対する研修や情報提

供を行います。

各相談機関が情報交換などを行う機会を設けることで、相談機関同士の連携強化
を図るとともに、相談機関の職員の対応力向上を図ります。

推進項目（柱） 推進項目（取組内容）



具体的施策 １ 安心して生活できる環境づくりの推進

① 生計を共にす
る同性パートナ
ーの権利や身分
に関する制度や
手続の見直し

基本方針

（２）第２期埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり基本計画 素案

Ⅲ 暮らしやすい環境づくり

（参考）関連する事業

② 埼玉県が実施
する事務事業に
おける性の多様
性への合理的な
配慮に関する指
針を踏まえた県
の事務事業の推
進

ア 埼玉県が実施する事務事業における性の多様性へ
の合理的な配慮に関する指針の普及

イ 県職員アライセミナーの実施及びレインボーグッズ
の着用

ア 事実婚を対象とする県の制度や手続の見直し調査
の実施

イ 国への要望の実施

ア 「事実婚」を対象としている県の権利や身分に関する制度や手続において、いわ
ゆるパートナーシップ制度の届出の有無に関わらず、「同性パートナー」も同様に対
象とする実効性のある措置を講じていきます。
さらに、県で実施した制度や手続の見直し結果を参考として、県全体に実効性の

ある取組が広がるよう市町村や事業者に働き掛けを行っていきます。

イ 同性パートナーが異性婚と比べて不利益を被ることがないよう、同性パートナー
の権利や身分に関する制度について、早急に真摯な議論と対応を行うよう、国へ要
望します。【新規】

ア 埼玉県が実施する事務事業における性の多様性への合理的な配慮に関する指
針に基づき、県の事務事業を実施していきます。
また、実施に当たっては、性の多様性の尊重推進員により、県庁各課所等におけ

る取組を推進していきます。

イ 「県職員アライセミナー」の受講者がレインボーグッズを着用し、性的マイノリティ
が安心して県の機関を利用してもらえる環境づくりを推進します。【新規】

推進項目（柱） 推進項目（取組内容）



具体的施策 １ 安心して生活できる環境づくりの推進

③ 学校における
性の多様性への
配慮

基本方針

（２）第２期埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり基本計画 素案

Ⅲ 暮らしやすい環境づくり

（参考）関連する事業

④ 防災対策にお
ける性の多様性
への配慮

・ 避難所の設置・運営マニュアルの普及啓発

ア 性の多様性に配慮した取組に関する公立学校への
周知

イ 児童生徒の発達段階に応じた啓発資料の活用

ウ 埼玉ALLY大学ネットワーク会議の開催（再掲）

ア 学校において、様々な面から考えられる配慮について、児童生徒・保護者の心情
等を踏まえつつ取組を進めていきます。

イ 性的マイノリティの児童生徒や保護者の支援団体等と連携できる環境づくりを推
進します。

ウ 全ての学生及び職員の性の多様性が尊重され、安心できる環境を実現するため
、「埼玉ＡＬＬＹ大学ネットワーク」を通じて、「県内大学及び短期大学における性の多
様性に関する取組調査」を踏まえた新たな取組が展開され、各大学で情報発信す
るように働き掛けていきます。（再掲）【新規】

性の多様性に配慮した避難所の設置・運営マニュアルの普及啓発を図ります。避難
所の運営においては、性の多様性に配慮した設置・運営を行います。また、被災者の
生活再建等の支援については、性の多様性に配慮した取組を進めていきます。

⑤ 各業界に対す
る性の多様性に
配慮した企業サ
ービスの提供に
向けた働き掛け

ア 同性パートナーの病状説明等の対応

イ 性的マイノリティの円滑な入居の促進

ウ 性の多様性に配慮した企業サービスの働き掛け

ア 医師会等を通じて、医療機関に対し、性の多様性に配慮した取組を行うよう働き
掛けます。

イ 不動産関係団体等を通じ、不動産事業者や賃貸住宅の貸主の理解を深めるなど
、性的マイノリティの賃貸住宅への円滑な入居の促進に努めていきます。

ウ 金融機関に対し、周知の場を設けるなど部局間で連携を図り、性の多様性に配
慮した企業サービスの提供等について働き掛けます。【新規】

推進項目（柱） 推進項目（取組内容）



具体的施策 １ 安心して生活できる環境づくりの推進

⑥ 市町村への
支援

基本方針

（２）第２期埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり基本計画 素案

Ⅲ 暮らしやすい環境づくり

（参考）関連する事業

⑦ 関係機関・団
体と連携した支
援体制の構築

ア 民間団体の取組の後援・周知

イ 経済団体の会議等の場における周知

・ 性の多様性施策に係る市町村連携会議の開催

「埼玉県性の多様性施策に係る市町村連携会議」を通じて、同性パートナーに係る
実効性のある措置の導入や拡充を市町村に働き掛けるほか、パートナーシップ制度
の運用上の課題や好事例を共有したり、連携を進めていく場とすることで、市町村に
必要な取組を支援します。

ア 自らの性の在り方に悩み戸惑う当事者、とりわけ若年層を中心とした当事者同士
が安心して集い、交流できる場や機会の提供を行う民間団体に関する情報を提供し
ていきます。

イ 経済団体等との連携を強化し、性の多様性に配慮した事業活動等を行うよう、事
業者へ働き掛けていきます。【新規】

推進項目（柱） 推進項目（取組内容）



具体的施策 ２ 働きやすい環境づくりの推進

① 事業者向け研
修の実施（再掲）

基本方針

（２）第２期埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり基本計画 素案

Ⅲ 暮らしやすい環境づくり

（参考）関連する事業

・ 企業向け研修の実施（再掲）
事業者における性の多様性に関する理解や取組が進むよう研修を実施していきま

す。

② 事業者向け相
談の実施（再掲）

・ にじいろ企業相談の実施（再掲）
性の多様性に配慮した取組を進めようとする事業者からの相談に対応し、事業者の

取組をサポートする相談を実施していきます。

③ 「埼玉県アライ
チャレンジ企業登
録制度」の普及

・ アライチャレンジ企業登録制度の普及
性の多様性に配慮した取組を進める県内事業者の取組状況を指標により見える化

し、性的マイノリティが働きやすい環境づくりを促進するため、登録制度を普及させて
いきます。

④ 県庁における
率先した性の多
様性に関する取
組の推進【新規】

ア 県職員アライセミナーの実施及びレインボーグッズの
着用（再掲）

イ デジタルハンドブック等による性の多様性に配慮した
制度の周知

ア 当事者との対話を取り入れた「県職員アライセミナー」や階層別基本研修等を実
施し、職員の理解を深めます。（再掲）【拡充】

イ 性の多様性に関するデジタルハンドブック等を活用し、性的マイノリティである職
員が安心して性の多様性に配慮した制度を利用できるよう周知します。【拡充】

推進項目（柱） 推進項目（取組内容）



指標（案）

（３）第２期埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり基本計画 数値目標

② 性の多様性に関する理解増進の取組を実施し
た学校の割合
目標値：１００％（令和７年度末）
現状値：９０．６％（令和６年度末）

①にじいろ県民講座参加者数
目標値：18,000人（令和５～７年度累計）

現状値：32,185人（令和５～６年度累計）

③ 埼玉県アライチャレンジ企業登録企業数
目標値：２２０社（令和７年度末累計）
現状値：２２３社（令和６年度末累計）

② アライの認知度
目標値：４２．０％（令和１０年度）
現状値：２１．６％（令和６年度）

③ 性の多様性に関する理解増進の取組を実施した
学校の割合
目標値：１００％（令和１０年度）
現状値：９０．６％（令和６年度末）

④ 埼玉県アライチャレンジ企業登録企業数
目標値：６００社（令和１０年度末累計）
現状値：２２３社（令和６年度末累計）

① 性の多様性が尊重され、安心して生活できる社会
が実現されていると感じる県民の割合
目標値：検討中
現状値：収集中（令和７年度）

第１期計画 第２期計画

―



資料２

第２期埼玉県性の多様性を尊重した
社会づくり基本計画素案












































































































